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218－令和７年度森林及び林業の動向 

１．東日本大震災からの復興に向けた今後の方針と取組 

(１)東日本大震災からの復興に向けて 
平成23(2011)年３月11日に発生した「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」では、

広い範囲で強い揺れが観測されるとともに、東北地方の太平洋沿岸地域では大規模な津波
被害が発生した。被害は未

み
曾
ぞ

有
う

の規模となり、東京電力福島第一原子力発電所の事故によ
る災害を含めて、「東日本大震災」と呼称することとされた。 

政府は、令和２(2020)年度までの10年間を復興期間とし、国の総力を挙げて復旧・復興
に取り組むとともに、令和３(2021)年３月には、続く令和３(2021)年度から令和７(2025)
年度までの５年間を「第２期復興・創生期間」として、「「第２期復興・創生期間」以降
における東日本大震災からの復興の基本方針」を閣議決定した。同方針において、森林・
林業分野では、放射性物質を含む土壌の流出を防ぐための間伐等の森林整備とその実施に
必要な放射性物質対策や、しいたけ原木等の生産のための里山の広葉樹林について計画的
な再生に向けた取組等を進めることとされており、これに基づく取組が進められてきた。
令和７(2025)年６月には同方針の変更が閣議決定され、帰還困難区域内の森林整備の再開
に向けて、作業者の安全・安心の確保のためのガイドラインの策定、整備が必要な森林等
の把握、木材の検査方法の運用見直し等の条件整備を進めた上で、本格的な復旧に着手す
ることや、中高層公共建築物における福島県産材の活用に向けた関係省庁間での情報共有
等が明記された。 

(２)森林等の被害と復旧・復興 
(ア)山地災害等と復旧状況 

東日本大震災により、青森県から高知県までの15県におい
て、山腹崩壊や地すべり等の林地荒廃(458か所)、津波による
防潮堤1の被災等の治山施設の被害(275か所)、法

のり
面・路肩の

崩壊等の林道施設等の被害(2,632か所)、火災による焼損等の
森林被害(約1,065ha)等が発生した。 

治山施設や林道施設等の被害箇所については、国が採択した山林施設災害復旧等事業
591か所について、国、県、市町村が復旧工事を進め、令和３(2021)年度までに事業が完了
した。 
(イ)海岸防災林の復旧・再生 
(復旧に向けた方針) 

被災した海岸防災林の復旧・再生に当たっては、｢今後における海岸防災林の再生について2｣
の方針を踏まえつつ、被災状況や地域の実情に応じて取り組むこととし、令和８(2026)年
３月末時点で、要復旧延⾧164.5kmのうち、163.7kmにおいて植栽等の復旧事業3が完了し
た。これについては、津波に対する被害軽減を含む潮害の防備、飛砂・風害の防備等の機

 
1 高潮や津波等により海水が陸上に浸入することを防止する目的で陸岸に設置される堤防。治山事業では、海岸防災林

の保護のため、治山施設として防潮堤等を整備している。 
2「東日本大震災に係る海岸防災林の再生に関する検討会」(平成24(2012)年２月) 
3 地盤高が低く地下水位が高い箇所では盛土を行うなど、生育基盤を造成した上で植栽を実施。 

東日本大震災に関する情報 
https://www.rinya.maff.go.jp/j/
kouhou/jisin/index.html 
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能を発揮させるために、引き続き、健全な生育を促す保育作業を継続的に実施する必要が
ある。このため、植栽が完了した箇所から順次、下刈りや本数調整伐等の保育作業を実施
し、災害に強い海岸防災林を造成することとしている(事例Ⅴ－１)。 

事例Ｖ－１ 海岸防災林の再生と植栽木の生育状況 

平成27(2015)年時点(復旧作業中)の松川浦 令和７(2025)年現在の松川浦と植栽木の成⾧ 

松川浦の復旧概略図 

福島県相
そう

馬
ま

市の松川浦では海岸沿いに美しい松林があったが、東日本大震災による津波の
影響でその大部分が流出し、壊滅的な被害を受けた。 

林野庁では、津波に強い海岸防災林を再生するために、治山事業により地下水位から2.4ｍ
の高さの盛土を行い、植栽木が震災以前よりもしっかりと根を張れる環境を整えた上で、マ
ツノザイセンチュウに対して抵抗性を有する抵抗性マツを植栽した。あわせて、植栽した苗
木の初期成⾧段階に強風から保護するための「静

せい
砂
さ

垣
がき

」等の設置も行った。
震災から10年後の令和３(2021)年には、植栽を含めた一連の復旧工事を完了し、現在は植

栽木の保育作業に移行している。海岸防災林としての機能を早期に回復させるために、下刈
りや成⾧を阻害するつる植物の除去、除伐を行ってきており、海岸防災林の再生は着実に進
んでいる。

今後は生育状況に応じて、伐採による本数調整を行い、植栽木の密度管理を計画的に実施
することで、災害に強い海岸防災林を造成することとしている。
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